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新入社員の特別減税

Q:当社には、4月入社の新入社員が数名

います。この新入社員については、所得税の

特別減税はどうすればよいのでしょうか。

ヱヘ：年末調整で特別減税をすることになり

ます。

【解説】

今年は、2月1日以後支払われる給与から

所得税の特別減税が行われています。この特

別減税は、①2月以後に支給する給与の源泉

徴収税額から特別減税額を控除する「月次給

与特別減税」と、②年末調整の際に年間給与

の年税額から特別減税額を控除する「年調給

与特別減税」とに大別されます。

月次給与特別減税は、平成10年2月1日

現在、給与の支払者に扶養控除等申告書を提

出している人が対象となっています。

したがって、ご質間のように4月に就職し

た人については、月次給与特別減税を行うこ

とはできません。このような人のうち、扶養

控除等申告書を提出した人は、年末調整で特

別減税を行うことになります。

一方、転職者の場合は、月次給与特別減税

額及び控除未済給与特別減税額の記載された

旧勤務先からの源泉徴収票を再就職先に提出

すれば、控除未済の額を限度として、再就職

先で月次給与特別減税を行うことができます。
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